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資産流動化
法に基づく特
定目的会社
設立要件の
緩和

資産の流
動化に関す
る法律

現行では、特
定目的会社設
立の際に特定
出資の払込み
の証明として
「払込金保管
証明書」の提
出を要求され
ている。

現行法では、特
定目的会社設
立の際に「払込
金保管証明書」
の提出を要求さ
れているが、そ
れを払込みを取
り扱った金融機
関の残高証明
等で対応できる
ようにする。

資産流動化のスキーム
を通じて有効活用されて
いない県内の中小規模
不動産を蘇生させ、地域
経済の活性化を促す新
たなシステムの構築を目
指す。
具体的には、中小規模
の不動産を証券化手法
によって蘇生するにあた
り、手続並びにイニシャ
ルコストの軽減を図り、
地元企業及び自治体の
経営状況の改善を促す
とともに、地域の経済活
動を活性化させる事業展
開を図る。

会社法改正により、発起設立に
よる提出書類が一部簡素化され
たが、特定目的会社では設立手
続が発起設立に限定されている
にも関わらず、投資家保護を理
由に募集設立の規定が準用さ
れ、簡素化の恩恵が受けられな
い。
当該証明書の発行と投資家保護
の関連性が明確ではないことか
ら、金融機関の残高証明等で代
替したとしても、制度上問題は生
じないものと考える。これによって
会社法と同様の扱いとなるため、
小規模案件の多い当該地区にお
いてもでも円滑な設立手続が期
待でき、当該証明書の発行にか
かる費用と時間の節約にもなる。

C Ⅰ

特定目的会社の設立にあ
たっては、組織の形成につ
いて従来から極力簡素化を
図ってきているが、出資の
履行については投資者保
護を重視する観点から特定
出資の払込みを確保するた
め、「払込金保管証明書」が
必要である。また、当該要
件の実効性を確保するには
全国一律の規制が必要不
可欠であるため、特定の地
域についてこの要件を緩和
することは適当ではない。

特定目的会社の設
立にあたって会社法
の募集設立の規定
を準用する理由につ
き、会社法改正時の
経緯も含め詳細に
回答されたい。ま
た、右の提案主体か
らの意見を踏まえ、
再度検討し回答され
たい。

回答では、①出資の履行に
ついては投資者保護を重視
する観点から特定出資の払
込みを確保するために「払込
保管金証明書」が必要であ
る。②当該要件の実効性を
確保するには全国一律の規
制が必要不可欠であるた
め、特定の地域についてこ
の要件を緩和することは適
当ではない、とあるが、以下
の理由からご回答に対して
意見をさせていただきます。
①については別紙をご覧くだ
さい。②については、ご回答
いただきましたように全国一
律で払込みの要件緩和を行
うことを望みます。

C Ⅰ

本年５月施行の会社法改正に際し、特定出資の額は、その金額の多寡にかかわらず、資
産対応証券（優先出資・特定社債・特定約束手形）の取得等に際して重要な判断要素とな
るため、定款記載事項とされており、資産対応証券の投資者等を保護する観点から、定款
に記載された金額が確実に拠出されることを担保する必要があり、特定出資について払込
金保管証明による確認を維持することとしたところである。
また、特定目的会社は、資産対応証券の投資者等を保護する観点から、資産の流動化の
ためのビークルとしてその法的安定性が重視されるため、より確実な手段により払込みを
確認することにより、資産対応証券の発行後に特定出資の払込みの不存在を理由とした設
立無効の訴えが提起されるリスクを軽減する必要がある。
したがって、特定出資にかかる払込金保管証明制度を廃止することは全国的にも対応困難
である。
※　払込取扱金融機関による払込金保管証明制度においては、払込取扱金融機関は保管
証明した払込金額について実際には払込みがなかったことや返還に関する制限がある（預
合い）ことなどを理由に成立後の会社に対し返還を拒むことができないこととされており、単
なる口座残高の証明にすぎない残高証明による払込証明と比較して、少なくとも会社成立
の時までは払込金が確保されることにより特定出資の額が確実に拠出されることが担保可
能である点で信頼性に大きな違いがある。

また、補足資料に対する回答は以下の通り。
１～３．上記のとおり、特定出資の額が資産対応証券の取得の際の重要な判断要素となる
こと、特定出資の払込みの不存在を理由とした設立無効の訴えが提起されるリスクを軽減
する必要があることから、特定出資にかかる払込金保管証明制度を廃止することは困難。
４．上記の会社法改正の経緯から、特定出資については払込金保管証明による確認を維
持することとしたところ。

右の提案主体
からの意見を
踏まえ、再度
検討し回答さ
れたい。

（頂いた回答の骨子）
①特定出資の額は、資産対応
証券の取得等に際して重要な
判断要素となり、投資者保護か
ら払込保管金証明によるべき。
②資産対応証券の発行後の設
立無効の訴えのリスクを避け
る。
③払込保管金証明制度の趣旨
の重要性を無視することはでき
ない。
以上につき、下記のように再意
見するものである。
①について：特定出資の額が資
産対応証券の取得に際する重
要な判断要素にはなっていない
と思われる。
②について：特定目的会社を利
用した流動化スキームだけの
問題ではないように思われる。
③について：払込保管金証明制
度の重要性は特定目的会社固
有の問題ではない。
詳細は、別紙を参照願いたい。
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